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民事執行の実務（上） ≪概要≫
◆民事執行の対象物を分類・体系化し、実務上の問題
　点を執行手続に沿ってわかりやすく解説しています。
◆実務で必要となる書式や記載例を豊富に掲載して
　います。
◆詳細なキーワードを設定した【事項索引】を用意して
　います。

園部 厚 （そのべ あつし）

東京簡裁判事。
主な著書に、「〔三訂版〕不動産競売マニュアル（申立・売却準備編）・（売却・配当手続編）」、「民事執行手続・書式ハンドブック」、共著「問答式民事執行の実務」
（加除式）、共著「債権執行手続の実務」（加除式）、共著「Q&A不動産競売の実務」（加除式）いずれも新日本法規出版、「書式不動産執行の実務〔全訂10
版〕」、「書式債権・その他財産権・動産等執行の実務〔全訂14版〕」、「書式代替執行・間接強制・意思表示擬制の実務〔第五版〕」いずれも民事法研究会、共著
「供託先例判例百選〔第二版〕」別冊ジュリスト158号等がある。

≪執筆者プロフィール（発行時）≫

書籍をオンラインに再現 判例へのリンクが充実

法令へのリンクを完備 書式や記載例を豊富に掲載
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第 1章　金銭の支払を目的とする不動産に対する執行
第 1節　不動産に対する強制執行　
　第 1　通則
　第2　不動産に対する強制競売
　第3　強制管理

第2節　不動産に対する担保権の実行
　第 1　総説
　第2　担保不動産競売
　第3　担保不動産収益執行

第3節　形式的競売
　第 1　形式的競売とは
　第2　留置権による競売
　第3　狭義の形式的競売

第2章　金銭の支払を目的としない請求権についての　
　　　　強制執行〔非金銭執行〕
第 1節　強制執行の方法
　第 1　強制執行手続に関する基本的な考え方
　第2　物の引渡債務、代替的な作為・不作為義務に
　　　　ついての間接強制
　第3　金銭債務についての間接強制
　第4　扶養義務等に係る金銭債権についての
　　　　間接強制と履行勧告等の制度との関係

　第5　間接強制の対象とならないもの
　第6　意思表示の擬制
　第7　平成15年法律第134号及び平成16年法律
　　　　第152号の法改正後の強制執行の基本構造
　第8　国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の
　　　　実施に関する法律に伴う子の返還の強制執行等
　第9　間接強制と他の執行方法の併用

第2節　不動産引渡等の強制執行
　第 1　総説
　第2　不動産引渡等の執行の対象物
　第3　不動産引渡等の執行機関
　第4　不動産引渡等の執行の申立て
　第5　不動産引渡等の執行の方法
　第6　不動産引渡等の強制執行における執行目的外動
　　　　産の処理
　第 7　不動産等退去の執行
　第8　不動産引渡等の強制執行の終了

第3節　動産引渡しの強制執行
　第 1　総説
　第2　動産引渡し強制執行の目的動産
　第3　動産引渡し強制執行の執行機関
　第4　動産引渡し強制執行の申立て
　第5　動産引渡し強制執行の方法
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　第6　動産引渡し強制執行における目的外動産の処理
　第7　動産引渡し強制執行の終了及びその通知

第4節　第三者が占有する目的物の引渡しの強制執行
　第 1　第三者が占有する目的物の引渡しの執行の方法

　第2　第三者が占有する目的物の引渡しの強制執行の
　　　　執行機関
　第3　第三者が占有する目的物の引渡しの強制執行の
　　　　執行方法
　第4　金銭債権執行における差押命令と第三者に対
　　　　する引渡請求権差押命令の競合

第5節　代替執行
　第 1　総説
　第2　代替的作為義務の強制執行〔代替執行〕
　第3　不作為義務違反物の除去・将来のための適当な処分

第6節　間接強制
　第 1　代替不能の作為・不作為義務についての間接強制
　第2　物の引渡債務、代替的な作為・不作為義務につい
　　　　ての間接強制

第 1章　不動産に準ずるものに対する執行
第 1節　船舶に対する執行
第2節　航空機に対する執行
第3節　自動車に対する執行
第4節　建設機械及び小型船舶に対する執行

第2章　動産に対する執行
第 1節　動産に対する強制執行〔動産執行〕
第2節　動産を目的とする担保権の実行としての競売
　　　　〔動産競売〕

第3章　債権その他の財産権に対する執行
第 1節　債権に対する執行
第2節　その他の財産権に対する執行
第3節　少額訴訟債権執行

第4章　扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行
　　　　の特例〔間接強制〕
第 1節　総説
第2節　扶養義務等に係る金銭債権についての間接強
　　　　制申立手続
第3節　扶養義務等に係る金銭債権についての間接強
　　　　制申立てに対する審理手続
第4節　扶養義務等に係る金銭債権についての間接強
　　　　制決定（支払予告命令）の変更・取消し

第5節　扶養義務等に係る金銭債権についての間接強
　　　　制金等と免責決定

第5章　財産開示手続
第 1節　財産開示制度の創設
第2節　財産開示手続実施決定手続

≪参考≫ 下巻の内容抜粋

第3節　財産開示期日における陳述義務
第4節　財産開示期日における手続
第5節　財産開示手続において開示された情報の保護
第6節　財産開示手続における費用の債務者負担
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